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■
介
護
保
険
施
設
入
所
の
方
へ

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
は

　

減
額
制
度
が
あ
り
ま
す

　　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
、

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
（
短
期

入
所
も
含
む
）
で
、
所
得
の
低
い

人
は
、
申
請
に
よ
り
負
担
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

対
象
者　

利
用
者
本
人
及
び
同
じ

世
帯
内
全
員
が
住
民
税
非
課
税

利
用
者
負
担
段
階　

合
計
所
得
金

額
と
課
税
年
金
収
入
に
よ
り
段
階

が
決
ま
り
ま
す
（
平
成　

年
中
の

１７

収
入
）。
詳
し
く
は
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
先　

役
場
健
康
福
祉
課
又
は

役
場
黒
坂
支
所

持
参
品　

印
か
ん

有
効
期
限　

７
月
１
日
～
翌
年
６

月　

日
ま
で
（
８
月
以
降
の
申
請

３０
は
申
請
月
初
～
）

現
在
認
定
の
人　

６
月　

日
で
期

３０

限
が
終
わ
り
ま
す
。
引
き
続
き
減

額
認
定
を
受
け
ら
れ
る
場
合
は
、

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
先　

役
場
健
康
福
祉
課

担
当 
音
田
（
電
話　

‐
０
３
３
４
）

７２

■
特
別
医
療
費
受
給
資
格
者
証

　

の
更
新
を　

　

重
度
の
身
体
・
知
的
障
害
、
精

神
障
害
が
あ
る
人
、
ひ
と
り
親
家

庭
の
人（
所
得
制
限
あ
り
）な
ど
が
、

医
療
保
険
で
医
療
を
受
け
た
場
合

に
自
己
負
担
部
分
を
助
成
す
る

「
特
別
医
療
費
」
の
受
給
資
格
者

証
を
お
持
ち
の
人
は
、
次
の
と
お

り
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

現
在
、
受
給
資
格
者
証

（
有
効
期
限
：
平
成　

年
６
月　

１８

３０

日
）
を
お
持
ち
の
人

申
請
先　

役
場
健
康
福
祉
課
ま
た

は
役
場
黒
坂
支
所

持
参
品　

受
給
資
格
者
証（
青
色
）、

印
か
ん

問
合
せ
先　

役
場
健
康
福
祉
課

担
当 
荒
木
（
電
話　

‐
０
３
３
４
）

７２

■
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
講
座

　
（
２
級
課
程
）
受
講
生
募
集

　
申
込
期
間　

７
月
末
ま
で

開
講
期
間　

８
月
１
日
～　

月　
１０

３１

日
ま
で
（
平
日
・
土
日
開
講
）

場
所　

お
し
ど
り
荘
（
根
雨
）

受
講
料　

６
万
円
（
教
育
訓
練
給

付
制
度
対
象
講
座
）

申
込
み
・
問
合
せ　

医
療
法
人
社

団 
日
翔
会 
介
護
老
人
保
健
施
設 

お
し
ど
り
荘
（
日
野
町
根
雨
９
０

９
‐
１
、
電
話　

‐
０
４
１
０
）

７２

■
裁
判
所
事
務
官
採
用
Ⅲ
種
試
験

　

裁
判
所
で
は
、
平
成　

年
度
の

１８

裁
判
所
事
務
官
採
用
Ⅲ
種
試
験
を

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　

裁
判
所
事
務
官
は
、
各
地
の
裁

判
所
に
勤
務
し
て
、
裁
判
部
で
は

裁
判
所
書
記
官
の
も
と
で
各
種
裁

判
事
務
に
従
事
し
、
事
務
局
で
は

司
法
行
政
事
務
全
般
の
事
務
に
従

事
し
ま
す
。

受
験
資
格　

昭
和　

年
４
月
２
日

６０

～
平
成
元
年
４
月
１
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人

受
付
期
間　

７
月　

日
～
７
月　

日

１０

１８

第
１
次
試
験
日　

９
月　

日（
日
）

１０

採
用
予
定
人
員　

中
国
地
方
で
約

５
人
（
全
国
で
約　

人
）

５０

問
合
せ　

鳥
取
地
方
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
人
事
第
一
係
（
〒
６
８

０
‐
０
０
１
１　

鳥
取
市
東
町
２
‐

２
２
３
、
電
話
０
８
５
７
‐　

‐
２２

２
１
７
１
）

町内５か所に置いている『提案箱』

に寄せられたご意見・ご提案の一

部をご紹介します。
　

（町内の方からのご提案）

　日野町は文化を大事にすることが遅れていると思いま

す。文化事業は今すぐ赤字の解消につながるものではあ

りませんが、住みやすいまちづくりに必要なことだと思

います。町内では多くの方が自主的に文化活動をしてお

られます。年に１度や２度の展示会だけでなく、図書館

でしているような小さな展示会や開発センターなどの空

室に常設展示室を設けるなどの工夫が必要だと思います。

また、遺跡の発掘・調査や、それらの展示なども必要です。

町の職員だけでできることではないので、関心のある地

域の方なども巻き込んでやってみたらと思います。そん

なきっかけづくりを町でしてもらうと良いのではないで

しょうか。

（町文化センターからの回答）

　町内に文化活動をしておられる多くの方があることを

たいへん誇りに思っています。それに対して、展示設備

がある施設がないことはご指摘のとおりです。財政の厳

しい現在、皆さんの知恵をお借りしながら良い方策を考

えていきたいと思いますが、今すぐできることは、町内

でそれぞれ自主的に行っている展示会 ( 図書館、公民館、

郵便局、銀行、出雲街道根雨宿一番館、蔵美術館など )

を広報などでお知らせすることです。また、開発セン

ターでは毎年「さつきまつり」｢文化展 ｣｢ 生きいきひの

ふれあいまつり ｣などが行われていますが、その際の照

明が暗いということで、このたび照明設備を寄付してい

ただきました。展示が一層映えることと感謝しています。

　今後とも、文化団体連絡協議会、文化センター運営委

員会でも検討し、皆さんのご意見もいただきながら、よ

りよい方法を考えていきたいと思います。　　　

●まちへのご意見・ご提案などなんでも提案箱へお寄せください。寄せられたご意見の一部と回答を紙上でご紹介します。

●提案箱の設置場所＝町役場、役場黒坂支所、日野病院、根雨および黒坂郵便局
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●
公
民
館
運
営
審
議
会　

　

５
月　

日
、
平
成　

年
度
の
町

２２

１８

公
民
館
運
営
審
議
会
を
町
公
民
館

で
開
き
、
平
成　

年
度
の
事
業
報

１７

告
及
び
平
成　

年
度
の
町
公
民
館

１８

運
営
方
針
・
事
業
計
画
に
つ
い
て
協

議
し
ま
し
た
。

　

新
規
事
業
と
し
て
、「
お
で
か
け

た
い
」
と
称
し
、
５
月
か
ら
毎
週
水

曜
日
の
午
後
３
時
か
ら
４
時
ま
で
、

町
内
の
小
学
校
に
交
互
に
出
か
け
、

下
校
時
の
バ
ス
待
ち
の
児
童
に
、

ス
ポ
ー
ツ
、
も
の
づ
く
り
、
大
人
の

話
を
聴
く
な
ど
し
な
が
ら
見
守
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
町
公
民
館
事

業
へ
の
町
民
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
す

る
た
め
、
各
自
治
会
・
団
体
、
グ

ル
ー
プ
・
サ
ー
ク
ル
等
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト
の
実
施
や
意
見
交
換
会
も

計
画
し
て
い
ま
す
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。　

●
子
ど
も
居
場
所
づ
く
り
実
行
委

員
会

　

５
月　

日
、
平
成　

年
度
の
第

２３

１８

１
回
町
子
ど
も
居
場
所
づ
く
り
実

行
委
員
会
を
町
公
民
館
で
開
き
、

平
成　

年
度
の
事
業
報
告
・
決
算
、

１７

平
成　

年
度
の
事
業
計
画
・
予
算
な

１８

ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
、
多
く
の
子
ど
も
た

ち
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に

盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
計
画
を

し
て
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
、
お
母

さ
ん
さ
ん
も
子
ど
も
た
ち
と
一
緒

に
参
加
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

●
青
少
年
育
成
会
総
会

　

５
月　

日
、
平
成　

年
度
の
町

１１

１８

青
少
年
育
成
会
総
会
を
町
公
民
館

で
開
き
、
平
成　

年
度
の
事
業
報

１７

告
・
決
算
、
平
成　

年
度
の
事
業
計

１８

画
な
ど
に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
青
少
年
の
犯
罪
、
非

行
防
止
の
た
め
に
街
頭
指
導
パ
ト

ロ
ー
ル
、
防
犯
活
動
等
を
実
施
し

て
い
く
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

子ども居場所づくり実行委員会では、月２回、子ども料理教室など、

子どもたちが楽しめる様々な事業を行っています。

■サザンカとツツジを植えました！
　　

昨年１２月から今年１月にかけての大雪で、町公

民館の建築時から敷地内に植えてあった「カイヅ

カイブキ」の一部が倒れてしまいました。その後

倒木を伐採し、このたびサザンカ１０本、ドウダン

ツツジ２０本を植えました。花咲く季節には、公

民館を訪れる人を楽しませてくれると思います。

ぜひお越しください。生まれ変わった公民館へぜひどうぞ！


